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 大学図書館は、従来より一次情報の収集提供等により、情報サービスを行う機関として

学術情報流通に重要な役割を果たしてきているが、今日、全国的な学術研究情報ネットワ

ークやキャンパス情報ネットワーク（学内ＬＡＮ）など、大学における情報基盤の整備が

急速に進展する中で、大学図書館の広範な情報資源の有効利用のための機能の強化・高度

化を図ることが特に必要となっている。さらに、大学の国際化や生涯学習の進展などの新

たな状況への適切な対応も求められている。 

  このような状況にかんがみ、本部会において、平成４年７月の学術審議会答申「２１世

紀を展望した学術研究の総合的推進方策について」の中で大学図書館等の機能強化につい

て提言された事項や、さらに検討が必要とされた事項を中心に審議を行ってきたが、この

たび、大学図書館機能の強化・高度化を推進していく上での課題や課題解決のための方策

等について、審議の結果を別紙のとおりまとめたので報告する。 
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１．はじめに 

 

  現在、大学図書館は、学術研究情報ネットワークやキャンパス情報ネットワーク（学内

ＬＡＮ）など、大学の情報基盤の整備が進展する中で、大学の学術研究・教育を支える重

要な基盤として、その機能の一層の強化・高度化が強く求められているとともに、大学の

国際化や生涯学習社会の進展などの新たな状況への適切な対応が求められている。 

  本部会では、このような最近の大学図書館をめぐる状況の変化を踏まえ、平成４年７月

の学術審議会答申の中で、学術研究情報流通体制の整備の一環として、大学図書館等の機

能強化について提言された事項や、さらに検討が必要とされた事項を中心に、大学図書館

機能の強化・高度化を推進していく上での課題や課題解決のための方策等について審議を

行った。 

  本報告では、これからの大学図書館の充実のために取り組むべき様々な課題を提示して

いるが、それらの中には、行政的な対応が必要であるもの、各大学がそれぞれ努力しまた

相互に協力しながら取り組むべきもの、さらには、各大学図書館及び大学図書館関係者が

対処していくべきものがあり、また、現状において重点的対応が必要と考えられる課題と

ともに、一方で比較的中・長期的な視点に立って対処すべき課題もある。これらについ

て、それぞれの立場において適切な対応が行われ、大学図書館の機能の強化・高度化と一

層の活性化が促進されることを期待したい。 

  特に、図書館資料の形態や利用方法の多様化に対応できる基盤整備と、高度なサービス

を実現するための機能強化が当面の緊急課題であり、その重点的推進が必要と考えられ

る。 

  なお、学術情報システムにおける大学図書館の果たすべき役割や情報処理センターなど

他の情報関係機関との連携協力及び学術情報システムを利用した大学図書館間協力の一層

の推進の在り方に関しては、今後の学術情報システム全体の整備を推進していく中で、著

作権に関わる問題との関連等も考慮しつつ、引き続き具体的な検討が行われることが望ま

しい。 

 

  



２．学術情報システムにおける大学図書館の役割 

 

大学図書館は、大学における学術研究・教育を支える重要な基盤であり、一次情報の収

集・提供等による情報サービスを行う機関として重要な役割を果たしてきたが、現在、大

学の学術研究基盤として、全国的・総合的な学術情報システムの整備が進められており、

大学図書館は、こうした情報化等の急速な進展や新しいニーズの高まりに的確に対応しな

ければならない重要な転換期にある。 

  また、各大学においては、大学審議会の答申等を踏まえて自己点検・評価を行いつつ、

教育研究体制の充実改善に努めるなど大学改革への様々な取組が進められており、こうし

た大学改革の動向の中で、学術研究等の急速な進展や多様な学習ニーズに対応するため、

大学図書館の一層の活性化が期待されている。 

 

  したがって、今後大学図書館は、下記の３つの視点のもとに、学術情報システムの主要

な構成機関として、広範な情報資源の有効利用を進めるための機能を強化・高度化してい

く必要がある。各大学においては、これらの視点から大学図書館の自己点検・評価を適切

に実施し、その結果を活用することが期待される。 

  さらに、これらを実現するためには、大学図書館における情報資源の確保と、その有効

活用のための基盤的条件の一つである大学図書館員の育成・確保が重要である。 

 

    １）大学図書館と学内及び学外との連携協力 

最近の学内ＬＡＮや全国的な学術情報ネットワークの整備の進展によって、大学にお

ける情報流通の量的増大と質的多様化が従来に増して進み、情報流通の形態も大きく変

化していくと考えられる。 

大学図書館はこのような状況の中で、学術研究情報ネットワークに積極的に参加する

とともに、学内の情報システムにおける情報流通の拠点として大きな役割を果たすこと

が期待されている。さらに、全国的な学術研究情報ネットワークを介した図書館間協力

を促進し、各大学図書館が所有する情報資源の有効な活用システムを整備するととも

に、大学以外の学術研究機関等の図書館との連携協力により、これらに属する研究者へ

の支援にも配慮することが期待される。 

 

    ２）ネットワークと電子化情報の活用 

電子化された情報は今後さらに増加すると考えられ、従来の印刷媒体以外の新しい媒

体による資料を、大学図書館が体系的に収集・保存・提供することが必要となってい

る。目録所在情報データベースの形成や大学図書館間相互協力などの業務のオンライン

化が進むとともに、学内ＬＡＮや大学間ネットワークによる利用など、学術研究活動に



おける電子化情報の持つ意味は大きくなってきており、その活用を推進する必要があ

る。 

 

    ３）新しいニーズへの対応 

近年、留学生や外国人研究者、社会人学生が増加しており、教育研究活動の基盤とし

ての大学図書館の機能の充実が求められている。また、生涯学習社会の進展の中で、地

域の文化的な中心として、大学がその教育研究機能の活用を通して地域社会等へ貢献す

ることが期待されており、大学図書館の社会への開放に対する要請が高まっている。こ

のような新しいニーズに対応するため、大学図書館のサービス機能を強化・活用する必

要がある。 

 

  



３．学術研究情報ネットワークを活用した大学図書館機能の充実と大学間協力等の促進 

 

  （１）学内情報システムにおける大学図書館の役割 

大学において、図書館は一次情報の最も重要な蓄積場所であり、学内の需要に応じ

て情報資源の拡充に努めることが必要である。 

また、学内ＬＡＮによって学内の情報資源の相互利用が格段に高速化し便利になる

中で、大学図書館の持つ情報資源と大学内の他の情報資源との統合化を図る動きが見

られ、特定の分野では画像情報の利用も増加してきている。 

大学図書館は、こうした学内の情報資源の効率的な利用のための拠点としての役割

を担うことが期待されており、学内ＬＡＮを積極的に活用して、大学図書館の機能の

高度化やサービスの充実を図ることが必要である。 

なお、全学的な図書館活動が一体的に管理・運営される必要性については言うまで

もないが、大学の状況によって機構上、本館（中央館）と分館や部局図書館等（以

下、「分館等」という。）に分かれている場合も、学内ＬＡＮを活用することによ

り、従来に増して総合的・有機的な管理・運営を行うことが可能となっている。 

このような現状にかんがみ、大学図書館活動の総合的管理及び連絡調整に当たる本

館（中央館）の機能を一層高めることが望まれる。 

 

  （２）ＩＬＬシステムの利用拡大に伴う本館・分館等の役割 

学内ＬＡＮの整備や大学図書館間相互貸借（ＩＬＬ）システム（共同分担目録シス

テムで作成された目録所在情報データベースを用いて、オンラインで図書館間相互貸

借に必要なメッセージのやりとりを行うシステム。）の活用により、学内及び学外の

利用者が本館（中央館）はもとより分館等と直接交信することが可能になっている。

したがって、分館等も、その所蔵する図書館資料に対する利用要求にできるだけ迅速

に応えられるように、原則的に相互貸借の窓口となることが望まれる。なお、規模等

により体制の整わない分館等は、本館（中央館）を介して相互貸借システムに参加す

ることがあり得る。 

 

  （３）図書館と情報処理センター等との協力 

現在、大学の情報処理センター等は、ハードウェアの整備とその利用のためのソフ

トウェアの提供が中心的な業務であり、データベースの構築・利用支援を行っている

センターは少数にとどまっている。大学図書館の資料は、従来の図書・雑誌に加え

様々な形態のものが増えており、大学における情報資源の効果的な蓄積・利用の拡充

のためには、図書館と情報処理センター等との協力が不可欠となってきている。特

に、マルチメディア化の進展や資料保存の問題などへの対応のために、両者の緊密な

協力が必要である。 



 

  （４）大学図書館間の連携協力 

大学図書館間の連携協力は、学術情報センターが実施している共同分担目録システ

ム及びＩＬＬシステムの運用によって、一層有効に機能することが期待される。連携

協力をさらに推進するためには、共同分担目録システムへのより多くの大学の参加と

遡及入力の促進が不可欠であるとともに、総合目録データベースのより高度な品質管

理が必要である。ＩＬＬシステムについては、参加（利用）機関の拡大とともに、大

学図書館における相互貸借担当要員の確保及び資料の適切な学内配置と迅速な文献提

供のための体制の整備充実が必要である。また、図書館間相互貸借に関する料金処理

方法の簡便化も望まれる。 

 

  （５）大学以外の学術研究機関及び公共図書館との連携協力 

学術情報の流通促進のため、情報資源の共有・相互利用を一層進める観点から、従

来学術情報システムの構成機関とは考えられていなかった大学以外の学術研究機関

や、都道府県立等の公共図書館との連携協力が重要となっており、これらの機関の学

術情報システムへの参加希望や利用に積極的に対応する必要がある。 

学術研究機関の図書館と大学図書館との連携のシステムとしては、従来から各専門

分野別に大学図書館を中心とする図書館協力組織が活動しており、こうした組織や関

係学協会を通じて連携協力を進めることも考えられる。 

公共図書館に関しては、その情報資源の整備の状況などを勘案し、当面、個々の要

請に対応し、可能な範囲で連携を進めていくことが適当である。なお、今後、公共図

書館の広域ネットワークが形成された場合には、学術情報ネットワークと相互接続を

行うことが考えられる。 

 

  （６）国際的連携協力 

学術情報システムは、米国や英国との情報ネットワークの接続により、国際的な広

がりを見せているが、現在のところ、協力内容はデータベースや電子メールによる情

報提供が主であり、図書館資料（図書、雑誌、マイクロ資料、電子媒体資料、グレ

イ・リテラチャー等を含む。）そのものの我が国からの提供はあまり行われていな

い。 

我が国では、従来諸外国の関係機関を通じて図書館資料の複写サービスにより情報

を入手してきたが、我が国の学術研究体制を広く世界に開かれたものとする観点か

ら、今後は電子的な手段の活用も含め、外国からの情報提供の要望に応えうる体制を

整備するとともに、学術情報ネットワークの一層の国際化を促進する必要がある。 

 

  （７）電子図書館的機能の整備充実 



情報処理技術の発達により、情報流通の形態も大きく変化してきており、今後ます

ます図書館資料の電子化が進むと考えられる。大学図書館としても、印刷媒体以外の

電子媒体資料の収集・利用に積極的に取り組み、ＣＤ－ＲＯＭやオンラインデータベ

ース等電子化情報の提供を拡大していくことが必要となっている。例えば、ＣＤ－Ｒ

ＯＭの利用に関しては、一部の大学では、学内の情報ネットワークを通じて分館等や

研究室への検索・閲覧サービスを行うなど、既に実用の段階に入っている。 

従来の図書・雑誌の整備に加え、新たな情報資源として、こうした電子媒体資料の

整備や関連機器の導入を積極的に進めることが必要である。このことは、今後の学術

情報の国際交流の促進を図る上からも有意義である。 

伝統的な資料形態から光ファイルなどの電子媒体への変換システムの発達により、

図書館資料の電子化が容易になるとともに、執筆から出版・購読までを電子的に処理

する電子出版システムなども実用化の方向にある。現時点でのこれらの図書館での利

用については様々な解決すべき問題もあり、当面、先進的な図書館における電子媒体

の利用についての実践成果を踏まえながら、電子図書館的機能の整備充実を促進して

いくことが望まれる。 

 

  



４．図書館資料の計画的収集、重点的収集 

 

  （１）図書館資料の収集の基本的考え方 

図書館資料の収集に当たっては、大学全体としての財政的支援体制の確立ととも

に、本館（中央館）が大学全体の収集計画策定の中心的機能と全学的調整機能を果た

すことが必要である。また、大学内での図書館資料収集の不必要な重複や脱漏を極力

なくし、学内の本館・分館等における計画的な収集体制を確立することにより、教育

研究に直接必要な図書館資料と、学生用図書、基本参考図書、大型二次資料などの共

同利用的図書・雑誌（マイクロ資料、電子媒体資料を含む。）を学内に適切に配置す

る必要がある。 

一方、出版量の増大、図書・雑誌等の価格の高騰、情報媒体の多様化など図書館資

料の収集をめぐる状況の変化は著しく、個々の大学図書館が独自に十分なコレクショ

ンを形成することは不可能になっており、主題分野別、地域別等により、分担収集体

制を整備する必要性が高まっている。 

なお、大学図書館の相互協力は、大学設置基準で規定され、また学術審議会答申等に

おいても強調されており、図書館資料の収集面においても極めて重要になってきてい

る。 

 

  （２）大学の特色に応じた重点的収集 

我が国の大学図書館では、図書館資料の収集やコレクションの形成について、当面

の必要性が重視され長期的展望を持つことが困難であったため、欧米の大学図書館と

比較して、体系的で特色あるコレクション形成の遅れが指摘されている。 

各大学図書館が、大学の沿革、学部学科等の構成、地域性などを反映した特色ある

コレクションを形成するためには、コレクション形成方針を明確化し、それに基づい

て収集することが必要である。同時に、実効性あるコレクションとするための組織的

な選書体制を持つことが望まれる。 

各大学図書館のコレクションが特色を持つことにより、図書館間相互貸借における

特定の大学図書館への負担の集中化も避けられるものと考えられる。 

 

  （３）大学間の連携協力による計画的、重点的収集 

外国雑誌については、９国立大学図書館に置かれている外国雑誌センターで、分野

別に体系的・網羅的な収集が行われている。現在、外国雑誌センターは自然科学系の

３分野（理工学、医学・生物学、農学）及び人文・社会科学系が指定されているが、

全国的な利用の進展に対応できる体制整備をより一層進めるとともに、研究分野の状

況等によっては、新たな分野の指定についても考慮する必要がある。 



なお、国内雑誌については、現在、こうした特別な収集は行われていないが、外国

雑誌センターと同様に体系的収集を行い、広く全国の利用に供する館を形成していく

ことが望まれる。 

図書については、欧米諸国のような地域、分野などを考慮した分担収集は行われて

いないが、共同分担目録システムを活用した収集の実施が考えられる。そのために

は、既存の文献資料センター、データ資料センター等を中心とした専門分野のネット

ワークの整備・活用とともに、例えば、いくつかの大学図書館が、特定主題の図書を

分担して収集・保存する拠点図書館の役割を担うことも考えられる。 

なお、大型コレクション等の共同利用を前提として購入される図書館資料は、公開

はもとより、文献提供機能を積極的に推進し得る大学図書館に重点的に配置すること

が効果的である。 

また、大学共同利用機関は、当該分野における学術研究推進の全国的な拠点であ

り、当該分野の研究者の希望や意見を取り入れながら、大学図書館で整えることが困

難な図書や資料の収集を積極的に行い、広く利用に供することが望まれる。 

 

  （４）図書館間相互貸借の効果的実施 

各大学図書館が相互協力の理念の下に、図書館間相互貸借を迅速かつ的確に行うた

めには、図書館資料の目録所在情報の形成とともに、本館（中央館）と分館等との連

携強化による学内の図書館資料の一層の流通促進が必要である。 

外国雑誌については、外国雑誌センター方式が定着し、９国立大学図書館で国立大

学の全文献複写受付件数の約３０％を処理している。今後は、これらの中で比較的利

用の少ない図書館の利用を促進することなどにより、特定館へ集中している文献複写

依頼を分散化するとともに、図書館間相互貸借に積極的に対応している大学図書館に

対する支援の充実が望まれる。 

図書についても今後相互貸借が増加すると考えられ、共同分担目録システムの活用

による図書の効果的収集と有効利用を図ることが必要である。また、図書の相互貸借

は雑誌に比べて現物貸借への依存が強いので、分館等も相互貸借の直接の窓口となる

ことなどにより、効率的なサービス体制を整える必要がある。 

 

  



５．図書館資料の効果的な保存と利用 

 

  （１）図書館資料の保存と廃棄 

必要な図書館資料を一定の基準に従って確実に保存するとともに、適切な廃棄を行

うことは、スペースの効率的利用や、資料の有効利用を図る上で極めて重要である。

また、最近は印刷資料やマイクロ資料に加えてＣＤ－ＲＯＭなどの電子媒体資料も増

えつつあり、オンラインで各大学の印刷資料の目録情報が検索できるなど、大学図書

館の相互の連絡や調整を図るための条件整備が進んでいる。 

こうした状況を踏まえ、各大学図書館の相互の連絡・調整の下に、全国的観点から

貴重資料が不用意に廃棄されることのないようなシステムの確立を図るとともに、利

用の便宜や資料形態等を総合的に判断して資料の適切な保存と廃棄を行う必要があ

る。 

図書館資料の保存と廃棄の基準は、学術的価値や利用頻度を中心として考えられる

べきものであり、具体的な保存または廃棄の判断は、各大学が研究・教育における利

用及び保存の実情等に即して、学内の合意を得て行うこととなる。また、各大学にお

いて、保存または廃棄の決定と実行を的確に行えるように、その手続きは合理的で簡

便なものとする必要がある。さらに、これまで我が国の大学図書館では、資料の管理

換えや廃棄等を積極的には行ってこなかったが、国公私立大学間での管理換えなどを

容易にできるようにすることや、各大学で不用になった資料を国内外の大学・研究機

関等に提供すること等により、資料の有効利用を図ることも必要である。 

 

  （２）大学内での保存と利用 

増え続ける図書館資料のための保存スペースの確保は、常に重要な課題である。古

くなった資料は一般的に利用が減少するので、古い資料を確実に保存し収蔵効率を高

めながら、よく利用される資料を使いやすく配架するために、例えば、電動式集密書

架等の導入を促進するとともに、学内で保存機能を明確に位置づけ集中管理すること

が効率的である。また、貴重資料や古い資料のマイクロ化等も、資料の効率的な保存

利用のための方法の一つとして重要である。 

特に、複数の図書館を持つ大学では、本館（中央館）、分館等での資料の配置と保

存及び利用の役割を明確にした図書館システムの構築を図り、各館で研究・教育、保

存等の機能を適正に位置づける必要がある。また、研究室等に分置されている資料の

管理とサービスの在り方を見直し、外部からの利用にも対応できるようにすることが

必要である。 

 

  （３）分担保存と共同保存図書館 



大学内での図書館資料の保存スペースの確保には自ずと限界があるため、各大学で

行う保存のほかに、地域や分野別の大学群における分担保存を考えることが必要とな

るが、当面、地域や分野別に中核的役割を果たし得る大学図書館が、保存図書館機能

を果たすことが望まれる。 

また、今後、分担収集が進んでいく場合、分担を受け持つ各大学図書館を共同保存

のためのセンター館として位置付け、保存機能の強化を図ることが適当と考えられ

る。 

なお、将来的には、例えば、保存資料の検索・参考業務や各大学での資料収集の間

隙を埋める収集機能など、共同で行うのが合理的と考えられる付加的サービス機能を

備えた全国的規模の共同保存図書館の設置を視野に置く必要がある。 

 

  



６．学習活動の場としての図書館機能の強化 

 

  （１）学習図書館機能の強化 

大学図書館の主要な機能の一つに学習図書館機能がある。図書館施設の利用者の多

くは学生であり、学習の場として極めて重要な役割を果たしている。 

大学図書館では、学生がその関心や能力に応じて、学内外の学術情報（図書資料、

マイクロ資料、電子化情報等）に容易にアクセスできなければならない。そのため

に、利用者教育及び情報へのアクセスに関わるオリエンテーションや指導を積極的に

行うとともに、カリキュラムに対応した学習用図書や指定図書の充実、館内資料を用

いた授業やゼミ等のための環境整備、情報化に対応した教材の作成支援、さらに、学

生生活に関わる多様な情報の提供などに努めることが必要である。 

なお、学習図書館の機能については来館利用が主であるので、館内での様々な活動

のために必要な学習・研究スペースの確保や、新しい電子媒体資料等を有効に活用す

るための施設・設備の整備など、大学図書館の施設・設備の一層の充実を図るととも

に、機能性及び快適性の向上にも努める必要がある。また、開館時間の延長や土曜・

休日開館等を各大学が積極的に推進できるように、設備の整備及び要員確保のための

適切な措置が望まれる。 

 

  （２）留学生や社会人学生のためのサービスの充実 

近年、増加している留学生や社会人学生にとっても、図書館は重要な学習の基盤で

あり、その図書館利用は極めて活発である。 

さらに、留学生にとって、大学図書館は、日本の生活を送る上での重要な情報源の

一つであり、留学生に対して、大学内の関係者の協力の下でのオリエンテーションの

実施、日本語学習資料の収集・提供、母国の新聞・雑誌等の情報の提供、などを積極

的に行うことが望まれる。 

また、社会人学生にとっては、特に(１)のように、落ち着いて学習に専念できるス

ペースの確保や夜間利用のための開館時間の延長、土曜・休日開館が重要である。 

 

  （３）大学図書館の地域社会・市民への公開 

社会における生涯学習ニーズが高まる中で、大学の地域社会への協力や、生涯学習

における大学の教育研究機能の活用が求められている。大学図書館についても、公共

図書館では提供し得ない高度な学術情報を地域社会や市民へ積極的に公開し、生涯学

習活動を支援することが期待されている。各大学図書館が、大学及び地域の実情を勘

案し、大学における教育研究機能に支障を来さないように配慮しつつ、こうした新た

な課題に積極的に対応することが望まれる。 



このような観点から、地域の教育・研究・文化の中心としての大学図書館の機能を

充実するため、既存の施設・設備の充実とともに、例えば、入退館システムの導入な

ど、社会人の円滑な受入れとサービス機能の充実につながる施設・設備の整備も進め

る必要がある。 

大学図書館が地域における図書館ネットワークの形成に積極的に協力し、市民が直

接利用する公共図書館や地方公共団体との相互協力関係の下に、こうした地域社会や

市民へのサービスを提供することも考えられる。 

 

  



７．大学図書館員の育成・確保 

 

  （１）大学図書館員に必要とされる知識、技能、資質 

情報化等の進展や新しいニーズの高まりに伴い、大学図書館員に必要とされる知

識、技能、資質についても変化が生じてきていると考えられる。具体的には、専門分

野に関する主題知識はもとより、情報処理技術や新しいメディアに関する知識、情報

サービスや利用指導等における利用者とのコミュニケーションを効果的に進める技術

と資質、著作権など大学図書館業務の関連法制についての最新の知識などが必要であ

る。 

現在の司書資格は、図書館員としての基本的な知識、技能を修得する点で大学図書

館員にとっても有用であるが、本来は公共図書館員の養成制度であり、大学図書館員

に要請される資質や能力を修得する仕組みとしては不十分な面がある。大学図書館が

必要とする有為な人材の育成・確保のためには、司書資格とは別に、大学図書館の専

門的職員として必要な高度の知識・技能を修得するシステムの整備が望まれるが、大

学図書館関係団体でそのための調査研究を行うことが期待される。 

 

  （２）大学図書館員の専門性の充実・強化 

高度で多様な情報サービス機能を提供する大学図書館の業務に必要な知識、技能、

資質のすべてを、一人の図書館員に求めることはできない。したがって、基本的な知

識、技能の上に、さらに各人の業務遂行のため必要となる特定の知識や技術、例え

ば、情報処理技術や特定専門分野の主題知識などに関する専門性の育成に努めていく

ことが望まれる。 

また、必要に応じて、司書以外の専門分野の人材の導入を図ることが望ましく、例

えば、学内外の情報関係機関との人事交流や専門分野の学部・学科等との連携等を促

進する必要がある。大学図書館が研究・開発機能を持つことは、情報技術の急速な進

展や利用者のニーズの多様化等への対応からも重要であり、調査研究活動への積極的

参加などを通し、大学図書館員の研究・開発能力の育成を図るとともに、研究者との

より緊密な連携を進めることが必要である。 

 

  （３）研修機会の充実 

研修機会の充実は、大学図書館員としての資質の向上のため極めて重要である。研

修計画は、大学図書館員に求められる知識・技能に基づいて系統的に立てられるべき

であり、研修参加機会の少ない地域等への配慮も必要である。このため、情報技術の

応用による多様な学習機会の開発と研修担当者の教育の充実により、研修機会の増加

と分散化を図ることが必要である。学術情報センターが実施している学術情報システ

ムにおける各種の図書館サービスに関する実務研修及び図書館情報大学で実施してい



る大学図書館に関するより広範で体系的な長期研修等は、それぞれ重要な役割を果た

しており、その一層の拡充と、それに必要な体制整備が期待される。 

 

  



８．大学図書館における自己点検・評価 

 

  （１）自己点検・評価の目的 

大学における様々な課題を解決し、社会的責任を果たしていくために、不断に教育

研究活動等の現状を把握し、点検・評価し、それに基づいて大学の教育研究の改善、

改革を行うことが必要である。大学図書館はその大学の進むべき方向と理念を見定

め、従来の運営方針との調整を図りながら、新たな改革への具体的指針を得るための

自己点検・評価を実施し、その結果を大学図書館の運営改善のために活用する必要が

ある。 

 

  （２）自己点検・評価の項目 

点検・評価の視点や方法は、個々の大学図書館の環境の相違もあり、各大学図書館

が自主的に決定すべきものであるが、大学図書館としての基本的な機能・役割及び学

術情報システムの構成機関としての機能・役割を考えると、自己点検・評価項目に一

定の共通性も求められる。 

例えば、「国立大学図書館における自己点検・評価について」（国立大学図書館協

議会自己評価基準検討委員会 平成５年３月）等を参考として具体的な項目を選び、

点検・評価を行うことが考えられる。また、上記７までの各事項のうち、個々の大学

図書館の活動や運営に係わる記述も参考となるものと考えられる。 

 

  （３）学術情報システムの視点からの自己点検・評価 

大学図書館は、学術情報システムの構成機関として重要な役割を果たしており、そ

の発展に多大な影響を与えるものである。このため、学術情報システムの効果的活用

という視点から、大学図書館と学内の他の情報関連機関との連携、学内ＬＡＮを利用

したサービスの実施、学外の図書館その他関連機関との協力等の課題に関して点検・

評価を行うことも重要である。 

 

  （４）自己点検・評価の実施と結果の活用 

大学図書館の自己点検・評価は、各大学の管理運営の態様に応じて、各大学図書館

独自あるいは大学全体の点検・評価の組織によって行われることとなろう。このと

き、大学図書館の外部からの評価についても十分考慮する必要がある。 

実施された自己点検・評価の結果は、各大学図書館の運営計画の見直しに反映し、

図書館活動全般の改善に役立てるとともに、大学全体の理解を得ることが必要であ

る。なお、大学においては、自己点検・評価の結果を活かした改革を推進するために

必要な財政的基盤の整備を行うことが望まれる。 
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     １５．大学図書館員の現状 

 

     １６．大学図書館関係研修一覧 

  



１．大学図書館の概要 

区 分 国立大学 公立大学 私立大学 計 

図書館数 
図書館・室数（集計

大学数） 
355(98) 66(41) 791(384) 1,212(523) 

蔵 

書 

数 

図書 

総数（冊） 

（構成比％） 

１大学当たり 

74,694,848 

(40.0) 

762,192 

9,732,006 

(5.2) 

237,367 

102,502,426 

(54.8) 

266,933 

186,929,340 

(100) 

357,417 

雑誌 

総数（種類） 

（構成比％） 

１大学当たり 

1,126,199 

(43.3) 

11,492 

134,375 

(5.2) 

3,277 

1,342,654 

(51.5) 

3,496 

2,603,228 

(100) 

4,977 

年間図書 

受入冊数 

総数（冊） 

１大学当たり 

1,991,083 

20,317 

337,517 

8,232 

4,647,609 

12,103 

6,976,209 

13,339 

年間雑誌 

受入冊数 

総数（種類） 

１大学当たり 

579,124 

5,909 

77,866 

1,899 

749,530 

1,952 

1,406,520 

2,689 

奉 

仕 

対 

象 

者 

数 

学生 
総数（人） 

１大学当たり 

556,150 

5,675 

71,032 

1,732 

1,845,873 

4,807 

2,473,055 

4,729 

教員 
総数（人） 

１大学当たり 

57,000 

582 

7,132 

174 

76,681 

200 

140,813 

269 

奉仕対象者 

(教員及び

学生) 

１人当たり 

蔵書数（冊） 

年間図書受入冊数

（冊） 

図書館資料費 

121.8 

3.2 

35.0 

124.5 

4.3 

31.5 

53.3 

2.4 

21.1 

71.5 

2.7 

24.7 

図書館職員

数 

総数（人） 

専任（人） 

臨時（人） 

１大学当たり 

3,984 

2,519 

1,465 

41 

517 

421 

96 

13 

7,624 

5,259 

2,365 

20 

12,125 

8,199 

3,926 

23 

図書館職員１人当たり 

奉仕対象者（人） 
153.9 151.2 252.2 215.6 

図書館資料

費 

総額（千円） 

１大学当たり 

21,485,286 

219,238 

2,460,380 

60,009 

40,513,405 

105,504 

64,459,071 

123,249 

 

出典：「平成４年度大学図書館実態調査結果報告」（文部省学術国際局） 



２．大学図書館の蔵書数の推移 

 

  



３．大学経費全体に占める図書館経費の構成比の推移 

 

（１）図書館資料費  

区分 国立大学 公立大学 私立大学 平均 

５６ 
％ 

１．８ 

％ 

２．０ 

％ 

１．９ 

％ 

１．９ 

６１ １．５ １．３ １．８ 
％ 

１．７ 

平成３ １．３ １．４ １．８ 
％ 

１．６ 

 

 

（２）図書館運営費  

区分 国立大学 公立大学 私立大学 平均 

５６ 
％ 

１．６ 

％ 

２．４ 

％ 

２．４ 

％ 

２．０ 

６１ １．５ ２．０ ２．３ 
％ 

１．９ 

平成３ １．４ ２．１ ２．５ 
％ 

２．１ 

 

 

  



４．大学図書館における電算化の推移 

 

（１）国公私立別電算化の推移  

区 

分 

国立大学 公立大学 私立大学 計 

大学

数 

導入大学

数 

大学

数 

導入大学

数 

大学

数 

導入大学

数 

大学

数 

導入大学

数 

元 ９５ 
９０ 

(94.7%) 
３７ 

１３ 

(35.1%) 

３６

４ 

１６７ 

(45.9%) 

４９

６ 

２７０ 

(54.4%) 

２ ９６ 
９３ 

(96.9%) 
３９ 

１６ 

(41.0%) 

３７

０ 

１８０ 

(48.4%) 

５０

７ 

２８９ 

(57.0%) 

３ ９７ 
９６ 

(99.0%) 
３９ 

１８ 

(46.2%) 

３７

８ 

２０２ 

(53.4%) 

５１

４ 

３１６ 

(61.5%) 

（注）情報処理センター等の電算機を使用して 図書館業務を電算化している大学を含む。 

 

 

（２）国立大学図書館における専用電子計算機導入状況  

区分 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 計 

専用電子計算機 

導入大学数 
1 2 3 4 4 4 9 11 11 10 9 9 9 7 93 

高速ファックス 

導入大学数 
- - - - - - - 15 15 29 9 9 9 7 93 

 

 

  



５．学術情報ネットワークの概要 

 

 

（１）学術情報ネットワークの概念図 

 

 

（２）学術情報ネットワークの利用機関数  

（平成５年１２月末現在） 

区分 
国立大

学 

公立大

学 

私立大

学 

短期大

学 

高等 

専門学

校 

大学共

同 

利用機

関 

その

他 
計 

利用機関

数 
９７ ３７ ３２７ １７４ ４３ １４ 

１４

５ 

８３

７ 

 

 



６．キャンパス情報ネットワークの整備状況（国立大学） 

 

区分 昭和 63 年度 平成元年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度 

大学数 １ ２ ４ ５ ６４ 

（注）各年度末における整備済大学数の累計。ただし、平成５年度は補正予算（１次、２

次）分を含む。  

 

 

  



 

７．図書館相互利用の現状 

 

（１）ＩＬＬシステムへの参加機関数  

（平成５年４月１日現在） 

区分 国立大学 公立大学 私立大学 
大学共同 

利用機関等 
計 

参加機関数 ９６ １４ １０２ ２１ ２３３ 

 

 

（２）図書・雑誌の相互貸借 

 
 



８．目録所在情報データベースの形成 

 

（１）共同分担目録システムへの参加機関数の推移  

区分 ６３ 元 ２ ３ ４ 

国立大学 ７０ ８２ ９３ ９５ ９６ 

公立大学 ０ ３ ４ ９ １６ 

私立大学 １７ ３６ ４９ ７７ １１１ 

大学共同利用機関等 ４ ５ ７ １０ ２９ 

計 ９１ １２６ １５３ １９１ ２５２ 

 

 

（２）目録所在情報データベースのデータ件数の推移 （単位：千件）  

区分 ６３ 元 ２ ３ ４ 

和図書 

書誌 252 352 492 600 720 

所蔵 777 1,499 2,729 4,029 5,866 

洋図書 

書誌 572 700 1,026 1,198 1,714 

所蔵 874 1,268 2,028 2,645 3,941 

和雑誌 

書誌 45 53 63 73 73 

所蔵 1,008 1,086 1,429 1,500 1,523 

洋雑誌 

書誌 100 105 109 111 114 

所蔵 843 865 885 906 951 

計 

書誌 969 1,210 1,690 1,982 2,621 

所蔵 3,502 4,718 7,071 9,080 12,281 

 

  



９．大学図書館におけるＣＤ－ＲＯＭの整備状況 

区分 

ＣＤ－ＲＯＭ資料 ＣＤ－ＲＯＭ装置 

平成２年度 平成３年度 平成２年度 平成３年度 

国立大学 
タイトル 

４０２ 

タイトル 

５９６ 

台 

１６８ 

台 

２８７ 

公立大学 ２５ ５６ １４ ２５ 

私立大学 ５７３ １，２６８ ３８４ ５８１ 

計 １，０００ １，９２０ ５６６ ８９３ 

 



 

１０．外国雑誌センターの現状 

 

（１）外国雑誌センターの概要 

区分 指定年度 

外国雑誌の 

タイトル数 

（平成４年度末） 

文献複写 

利用状況 

（平成４年度間） 

医学・生物学系 

大阪大学附属図書館生命科学分館 

東北大学附属図書館医学分館 

九州大学附属図書館医学分館 

昭和５２年度 

昭和５３年度 

昭和５２年度 

タイトル 

４，２３３ 

１，０３４ 

９５５ 

件 

５４８，２７５ 

３４，９０８ 

８１，１６４ 

理工学系 

東京工業大学附属図書館 

京都大学附属図書館 

昭和５２年度 

昭和６２年度 

４，０８６ 

１３５，９２４ 

９７９ 

４５，９６７ 

農学系 

東京大学農学部図書館 

鹿児島大学附属図書館 

昭和５２年度 

昭和５２年度 

１，４１８ 

５１，８８８ 

９２２ 

２２，９８０ 

人文・社会科学系 

一橋大学附属図書館 

神戸大学附属図書館 

昭和６０年度 

昭和６１年度 

３，１５４ 

２０，５７７ 

２，２１７ 

１１，２８７ 

計 １８，９９８ ９５２，９７０ 

 

 

 



１１．時間外開館・休日開館の現状 

 

（１）開館状況（平成３年度）  

区分 国立大学 公立大学 私立大学 

年間開館総日数（１館平均）（日） ２６８ ２３２ ２５０ 

時間外開館 

実施館数（館） 

実施率（％）  

１日当たりの実施時間（１館平均）（時間） 

１８２ 

５６．９ 

２．６ 

３３ 

５０．８ 

１．６ 

３５０ 

５０．６ 

１．７ 

休日開館 

実施館数（館） 

実施率（％） 

１５ 

４．７ 

１ 

１．５ 

８８ 

１２．４ 

（注１）時間外開館とは、通常の勤務時間を超えて行う開館のことである。 

（注２）休日開館とは、日曜日、国民の祝日、年末年始の休日における開館のことである。  

 

 

（２）平日における時間外開館の状況（平成３年度）  

区分 
実施して 

いない 
２時間未満 

２時間以上 

３時間未満 

３時間以上 

４時間未満 
４時間以上 計 

国立大学 

（構成比％） 

大学 

２ 

(2.1) 

大学 

－ 

(－) 

大学 

１ 

(1.0) 

大学 

７５ 

(77.3) 

大学 

１９ 

(19.6) 

大学 

９７ 

(100.0) 

公立大学 

（構成比％） 

１２ 

(30.8) 

１０ 

(25.6) 

９ 

(23.1) 

３ 

(7.7) 

５ 

(12.8) 

３９ 

(100.0) 

私立大学 

（構成比％） 

１１５ 

(39.9) 

８０ 

(21.2) 

５１ 

(13.5) 

３４ 

(9.0) 

６２ 

(16.4) 

３７８ 

(100.0) 

計 

（構成比％） 

１６５ 

(32.1) 

９０ 

(17.5) 

６１ 

(11.9) 

１１２ 

(21.8) 

８６ 

(16.7) 

５１４ 

(100.0) 

 

 

 



（３）土曜日における時間外開館の状況  

区分 
実施して 

いない 
２時間未満 

２時間以上 

３時間未満 

３時間以上 

４時間未満 
４時間以上 計 

国立大学 

（構成比％） 

大学 

２ 

(2.1) 

大学 

１ 

(1.0) 

大学 

－ 

(－) 

大学 

３ 

(3.1) 

大学 

９１ 

(93.8) 

大学 

９７ 

(100.0) 

公立大学 

（構成比％） 

１１ 

(28.2) 

３ 

(7.7) 

１ 

(2.5) 

６ 

(15.4) 

１８ 

(46.2) 

３９ 

(100.0) 

私立大学 

（構成比％） 

１９１ 

(50.5) 

２５ 

(6.6) 

２９ 

(7.7) 

３７ 

(9.8) 

９６ 

(25.4) 

３７８ 

(100.0) 

計 

（構成比％） 

２０４ 

(39.7) 

２９ 

(5.6) 

３０ 

(5.8) 

４６ 

(9.0) 

２０５ 

(39.9) 

５１４ 

(100.0) 

 

  



１２．大学図書館の公開状況 

 

（１）大学図書館の学外者への公開状況  

 

１）公開率（平成３年度版）  

区分 総数 学外者の利用を 

認めている大学 
公開率 

国立大学 
大学 

９７ 

大学 

９５ 

％ 

９７．９ 

公立大学 ３９ ３８ ９７．４ 

私立大学 ３７８ ３７１ ９８．１ 

計 ５１４ ５０４ ９８．１ 

 

 

２）サービス内容（平成３年度）  

区分 情報検索 館内閲覧 館外貸出 複写サービス その他 

国立大学 
大学 

３２ 

大学 

９５ 

大学 

２９ 

大学 

９０ 

大学 

２５ 

公立大学 ８ ３７ １３ ３５ ６ 

私立大学 １４７ ３７０ １４１ ３５４ ４６ 

合計 １８７ ５０２ １８３ ４７９ ７７ 

 

 

 

  



（２）大学図書館の学外者の利用状況（平成３年度）  

区分 総数 他大学の

学生 

他大学の 

研究者 

大学以外

の 

研究者 

その他 

（地域住民

等） 

国立大学 

大学数 

利 用 者 数

（人） 

１大学当た

り 

９５ 

１０５，８

８９ 

１，１１５ 

９４ 

３４，７

７６ 

３７０ 

９４ 

１１，５

６０ 

１２３ 

９１ 

１３，３

９６ 

１４７ 

９１ 

４６，１５

７ 

５０７ 

公立大学 

大学数 

利 用 者 数

（人） 

１大学当た

り 

３８ 

１４，８４

３ 

３９１ 

３７ 

１，８１

０ 

４９ 

３４ 

３６７ 

１１ 

３３ 

１，５２

８ 

４６ 

３２ 

１１，１３

８ 

３４８ 

私立大学 

大学数 

利 用 者 数

（人） 

１大学当た

り 

３７１ 

１１０，３

４７ 

２９７ 

３３８ 

１９，９

９２ 

５９ 

３３５ 

６，３５

６ 

１９ 

３１０ 

９，５３

５ 

３１ 

２８３ 

７４，４６

４ 

２６３ 

計 

大学数 

利 用 者 数

（人） 

１大学当た

り 

５０４ 

２３１，０

７９ 

４５８ 

４６９ 

５６，５

７８ 

１２１ 

４６３ 

１８，２

８３ 

３９ 

４３４ 

２４，４

５９ 

５６ 

４０６ 

１３１，７

５９ 

３２５ 

 

  



１３．留学生受入れの現状 

 

 

 

（２）出身国（地域）別留学生数（平成４年５月１日現在）（単位：人）  

国（地域）名 留学生数 

中国 

韓国 

台湾 

マレーシア 

アメリカ合衆国 

インドネシア 

タイ 

フィリピン 

香港 

バングラデシュ 

その他 

20,437 

11,596 

6,138 

1,934 

1,245 

1,154 

894 

503 

496 

497 

3,685 

(1,299) 

(672) 

(－) 

(252) 

(145) 

(367) 

(450) 

(293) 

(55) 

(294) 

(1,872) 

計 48,561 5,699 

（注)（ ）内は国費留学生数で内数。 



１４．生涯学習ニーズへの対応状況 

 

（１）社会人特別選抜の実施状況（単位：校、人）（平成４年度）  

区分 全大学数 実施大学 入学者数 

国立大学 

公立大学 

私立大学 

98 

41 

385 

23 

12 

121 

370 

190 

3,361 

計 524 156 3,921 

 

 

（２）聴講生等の状況（単位：校、人）  

区分 
平成４年度の 

聴講生等の数 

昭和 61 年度の 

聴講生等の数 

国立大学 

公立大学 

私立大学 

26,521 

4,111 

20,933 

23,240 

3,564 

15,901 

計 51,565 42,705 

 

 

（３）夜間の学部等を有する大学の状況（単位：校、人）（平成４年度）  

区分 全大学数 
夜間の学部等 

を有する大学 
入学定員 入学者数 在学者数 

国立大学 

公立大学 

私立大学 

98 

41 

358 

21 

6 

47 

2,626 

849 

21,880 

2,628 

820 

25,924 

12,584 

3,907 

106,162 

計 524 74 25,355 29,372 122,653 

 

 

 

 

  



（４）大学公開講座の開設状況（平成３年度）       

区分 
全大 

学数 

開設 

大学数 

開設 

講座数 
開設時間数 

受講者数 

計 男 女 不明 

国立大学 

公立大学 

私立大学 

校 

 

97 

39 

378 

校 

 

95 

34 

268 

講座 

 

805 

250 

2,523 

時間 

 

16,293 

4,305 

33,010 

（１講 

座当） 

20.2 

17.2 

13.1 

人 

 

46,348 

41,608 

389,063 

（１講 

座当） 

57.6 

166.4 

154.2 

人 

 

23,905 

17,384 

71,430 

人 

 

21,222 

12,256 

100,703 

人 

 

1,221 

11,968 

216,930 

計 514 397 3,578 53,608 15.0 477,019 133.3 112,719 134,181 230,119 

 

  



 

１５．大学図書館員の現状 

 

  （１）大学図書館・室の職員数（平成４年５月１日現在）（単位：人）  

区分 国立大学 公立大学 私立大学 計 

専任職員 

（１大学当たり） 

2,519 

(26) 

421 

(10) 

5,259 

(14) 

8,199 

(16) 

臨時職員 

（１大学当たり） 

1,465 

(15) 

96 

(2) 

2,365 

(6) 

3,926 

(7) 

計 

（１大学当たり） 

3,984 

(41) 

517 

(12) 

7,624 

(20) 

12,125 

(23) 

 

 

   

 

 



１６．大学図書館関係職員研修一覧 

 

（１）文部省と大学の共催で行っている研修  

研修の名称等 目的 研修対象・期間等 

大学図書館職員長期研

修 

（図書館情報大学） 

 係長を中心とする中堅職員

に対し学術情報に関する最新

の知識を教授し、職員の資質

と能力の向上を図ることによ

り、大学図書館の情報提供サ

ービス体制を充実させる。 

 大学図書館の職員として、専門

的業務に１０年以上の経験を有

し、おおむね４０歳以下の係長を

中心とする。 

 定員３０名 

 研修期間は３週間（年１回） 

大学図書館職員講習会 

（東日本は東京大学、 

 西日本は京都大学と 

 大阪大学が隔年実

施） 

 大学図書館活動を促進する

ため、大学図書館の中堅職

員に、図書館業務の最新の

知識及び専門的技術を習得

させ、その資質の向上を図

る。 

 大学等の図書館(室)において、

２年以上の勤務経験を有する３５

歳以下の中堅職員を対象とする。 

 定員１９０名（東日本１００名、

西日本９０名） 

 研修期間は４日間（年１回） 

漢籍担当職員講習会 

（京都大学人文科学 

研究所） 

 漢籍の整理等の業務に従事

する図書館職員に、漢籍の取

り扱いに関する知識と技術を

普及し、学術資料としての漢

籍の有効な利用体制の整備に

資する。 

 大学図書館・公共図書館・その他

の図書館施設等において、漢籍（中

国人によって書かれた漢文の書

誌）の整理等の業務に従事する図

書館職員を対象とする。 

 電算処理（年１回、定員３０名） 

 初級（年１回、定員３０名） 

 中級（３年毎、定員２０名） 

 研修期間は１週間 

 

 

 

  



（２）大学等で行っている全国的な研修  

研修の名称等 目的 研修対象・期間等 

漢籍整理長期研修 

（東京大学東洋文化 

研究所） 

 漢籍の整理等の業務に従事する

図書館職員に、研修・実地面にわ

たり個別指導を行い漢籍整理の取

り扱いに関する技術を習得させ、

学術資料としての漢籍の有効利用

を図る。 

 大学図書館・公共図書館・その他の

図書館施設等において、漢籍の整理等

の業務に従事する図書館職員を対象

とする。 

 定員５名 

 研修期間は３月半 

 （３月は所属図書館において自習） 

 （年１回） 

西洋社会科学古典資料 

講習会 

（一橋大学社会科学 

古典センター） 

 西洋社会科学古典資料の収集・

蓄積に関する高度な知識を習得さ

せる。 

 大学図書館及び大学その他の研究

機関に所属する職員で西洋社会科学

古典資料の整理または調査研究に従

事している職員を対象とする。 

 定員３０名 

 研修期間は４日間（年１回） 

史料管理学研修会 

（国文学研究資料館） 

 史料の整理、管理、利用サービ

ス等の史料管理学に必要な専門知

識を習得させ、史料保存利用機関

等における専門職員（アーキビス

ト）の養成を図る。 

 史料保存利用機関、大学史・自治体

史・企業史の編さん室等に勤務し、史

料の整理、管理等の業務に従事してい

る職員等を対象とする。 

 定員３５名（各回） 

 長期課程８週間（年１回） 

 短期課程２週間（年１回） 

 

 

 

  



（３）学術情報センターで行っている研修 

研修の名称 目的 研修対象・期間等 

目録システム講習会 
 目録システムの運用に関する

知知・技術を習得させる。 

 目録所在情報サービスを利用して

いる大学等の図書館の目録業務担当

者を対象とする。 

 定員２８名（各回） 

 研修期間は４日間（年７回） 

総合目録データベース 

実務研修会 

 総合目録データベースの構築

を推進するため、大学等の図書

館における目録担当者の指導を

行う高度な知識と技術を有する

職員を養成する。 

 目録所在情報サービスを利用して

いる大学等の図書館の担当者を対象

とする。 

 定員１２名（各回） 

 研修期間は４週間（年２回） 

ＩＬＬシステム講習会 

 ＩＬＬシステムの運用方法及

び端末操作等に関する知識・技

術を習得させる。 

 ＩＬＬシステムによる業務実施機

関及び学術雑誌総合目録協力機関の

ＩＬＬ業務担当職員を対象とする。 

 定員は２８名（各回） 

 研修期間は２日間（年５回） 

ＮＡＣＳＩＳ－ＩＲ 

講習会 

 学術情報センターの情報検索

サービス（ＮＡＣＳＩＳ－Ｉ

Ｒ）の利用に関する知識と技術

を習得させる。 

 大学等の図書館においてＮＡＣＳ

ＩＳ－ＩＲの代行検索を行う担当者

を対象とする。 

 定員２８名（各回） 

 基礎コース１  １日（年５回） 

 基礎コース２  ２日（年２回） 

電子メールシステム 

講習会 

 学術情報センター電子メール

システムに関する知識・技術を

習得させる 

 大学等の電子メールシステム利用

者を対象とする。 

 定員２８名（各回） 

 研修期間は２日間（年２回） 

 

 


